
 

令和３年１２月 

京 都 市 都 市 計 画 局 

（担当：都市企画部都市総務課） 

 

営繕工事及び業務における書面の押印等の見直しについて 

 

平素は，本市建築行政に御理解と御協力を賜り，厚く御礼申し上げます。 

本市では行政手続のデジタル化による働き方改革や業務効率化を推進するため，工事・設

計関連の書類についての署名及び押印（以下「押印等」という。）を原則廃止いたします。 

つきましては，営繕工事及び業務における書面の押印等の取扱いを下記のとおり見直し，

運用を開始しますので，お知らせします。 

 

記 

１ 対象となる工事及び業務 

（１）工事 

都市計画局の所管する建築工事，電気設備工事及び機械設備工事 

（２）業務 

都市計画局の所管する建築設計業務，工事監理業務及び敷地調査業務 

 

２ 見直しの内容 

 設計図書，建築設計業務委託仕様書又は工事監理業務委託仕様書等に基づいて受発注

者間で交付される書面の押印等を原則廃止します。 

 

３ 運用 

発行年月日の記載及び書面で定められた会社名・代表者名・現場代理人氏名等の記名を

したものを提出してください。（別紙１参照） 

 

４ その他 

業務効率化や負担軽減を目的としていますので，受注者が押印等をしたものを提出さ

れたい場合は，従来どおり受領いたします。 

  

５ 適用日 

本取扱いは，令和４年１月４日以降に契約する工事及び業務について適用します。 

令和４年１月４日時点で業務中の案件についても，受注者が希望される場合は，同様に 

取り扱いいたします。 



押印等の見直し（一般書類）
必須記載事項:年月日＋押印又は署名 必須記載事項:年月日＋氏名

別紙１



押印等の見直し（打合せ簿）
※双方の確認が必要な書面

必須記載事項:年月日＋打合せ者氏名＋押印又は署名 必須記載事項:年月日＋氏名＋確認者氏名

別紙１


